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高
速
道
路
の
無
料
化
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

高
速
自
動
車
国
道
及
び
都
市
高
速
道
路
（
以
下
、
高
速
道
路
）
は
、
建
設
に
要
し
た
費
用
と
維
持
費
並
び
に
利
息
等
の
合
計

額
で
あ
る
償
還
対
象
経
費
を
、
一
定
期
間
の
料
金
収
入
に
よ
り
賄
っ
て
い
る
。

償
還
方
法
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
都
市
間
の
広
域
的
な
交
流
を
支
え
る
高
速
自
動
車
国
道
、
大
都
市
圏
の
交
通
を
支
え
る

都
市
高
速
道
路
に
つ
い
て
、
適
正
な
料
金
水
準
に
よ
り
、
採
算
性
を
確
保
し
つ
つ
整
備
を
推
進
す
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、
償
還
が
終
わ
れ
ば
高
速
道
路
は
無
料
化
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

右
に
関
連
し
て
、
以
下
の
事
項
に
関
し
て
、
再
度
質
問
す
る
。

一

国
内
の
全
高
速
道
路
を
無
料
化
し
た
場
合
の
経
済
効
果
の
試
算
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
部
ま
た

は
特
定
の
高
速
道
路
に
つ
き
無
料
化
し
た
場
合
の
経
済
効
果
を
試
算
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。

あ
る
場
合
、
数
値
を
示
し
て
当
該
試
算
の
結
果
を
ご
説
明
願
い
た
い
。

二

高
速
道
路
の
料
金
徴
収
経
費
を
縮
減
す
る
方
策
に
つ
き
、
具
体
的
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。

あ
る
場
合
、
各
方
法
の
概
要
、
設
置
コ
ス
ト
、
縮
減
予
想
額
に
つ
き
、
数
値
を
示
し
て
ご
説
明
願
い
た
い
。

一



三

道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
十
三
条
第
三
項
は
、
「
会
社
管
理
高
速
道
路
に
係
る
料
金
の
徴
収
期
間
の
満
了
の
日
は
、
当

該
会
社
管
理
高
速
道
路
に
係
る
道
路
資
産
の
貸
付
期
間
の
満
了
の
日
と
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
満
了
の
日
は
、
会
社
の
成
立
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
十
五
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
、
同
条
第
四

項
は
、
「
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
料
金
の
徴
収
期
間
の
基
準
は
、
政
令
で
定
め
る
。
」
と
規
定
し
、
満
了
の
期
日

以
外
の
徴
収
期
間
の
基
準
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
に
委
任
し
て
い
る
。

現
行
法
下
に
お
い
て
も
、
償
還
に
あ
た
り
、
毎
年
均
等
額
で
の
償
還
を
行
う
の
で
は
な
く
、
低
金
利
の
時
期
に
、
期
間
あ

た
り
の
償
還
額
を
相
対
的
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
で
、
最
終
的
な
金
利
を
含
め
た
総
償
還
額
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
解

さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
施
策
は
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。

な
い
場
合
、
当
該
施
策
を
い
か
に
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


